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平
成　

年
度
の
市
税

２０

（
市
民
税
・
都
民
税
、
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

軽
自
動
車
税
、
国
民
健
康

保
険
税
）
は
、
い
ず
れ
も

納
期
限
が
過
ぎ
ま
し
た
。

ま
だ
、
納
め
て
い
な
い
方

は
早
急
に
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。

　

納
期
限
を
過
ぎ
る
と
延

滞
金
が
加
算
さ
れ
る
ば
か

り
で
な
く
、「
差
し
押
さ

え
」
な
ど
の
滞
納
処
分
を

受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

　

事
情
が
あ
っ
て
納
期
限

内
に
納
め
ら
れ
な
か
っ
た

方
は
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

収
納
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
２
７
・

９
５
２
８

　

日
中
に
市
税
の
納
付
や

納
税
相
談
が
で
き
な
い
方

の
た
め
に
、
夜
間
納
税
窓

口
を
開
設
し
ま
す
。

と　

き　

３
月　

日（
月
）

２３

〜　

日
（
水
）　

午
後
５

２５
時
〜
８
時

と
こ
ろ　

市
役
所
２
階
収

納
課（
入
口
は
庁
舎
北
側
）

※
来
庁
の
際
は
、
納
税
通

知
書
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。

※
土
曜
窓
口
（
午
前
８
時

　

分
〜
午
後
０
時　

分
）

３０

１５

も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

収
納
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
２
７
・

９
５
２
８

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

添
え
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

保
険
年
金
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
２
９

険
年
金
課
、
東

部
・
西
部
出
張

所
、
動
く
市
役

所
の
い
ず
れ
か

泉
セ
ン
タ
ー
」
の
利
用
料
を
助

成
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ　

下
表
の
と
お
り

利
用
資
格　

国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
方

利
用
方
法　

国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
を
持
参
の
う
え
、
保

�
長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
）
に
加
入
し
て
い

る
方

　

国
保
に
加
入
し
て
い
る
方

で
、
�
〜
�
に
該
当
す
る
こ
と

に
な
っ
た
と
き
は
、
国
保
を
脱

退
す
る
手
続
き
が
必
要
で
す
。

た
だ
し
、　

歳
に
な
り
長
寿
医

７５

療
制
度
に
加
入
し
た
場
合
は
、

手
続
き
は
不
要
で
す
。

手
続
き
窓
口　

市
役
所
１
階
保

険
年
金
課
、
東
部
・
西
部
出
張

所
、
動
く
市
役
所
（
受
付
の
み
）

※
保
険
年
金
課
で
は
、
土
曜
日

の
午
前
８
時　

分
〜
午
後
０
時

３０

　

分
も
手
続
き
が
で
き
ま
す

１５（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）。

届
出
期
間　

変
更
事
由
の
発
生

し
た
日
か
ら　

日
以
内

１４

問
合
せ　

保
険
年
金
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
２
９

 　

東
京
都
国
民
健
康
保
険
団
体

連
合
会
で
は
、
保
養
施
設
「
温

温

泉

セ

ン

タ

ー

割

引

利

用

券

�

�

�

�

�����

�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 　

小
平
市
に
住
所
が
あ
る
方

（
在
留
期
間
が
１
年
以
上
の
外

国
籍
の
方
を
含
む
）
は
、
次
の

�
〜
�
に
該
当
す
る
方
を
除

き
、
す
べ
て
の
方
が
国
民
健
康

保
険
（
国
保
）
に
加
入
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

�
職
場
の
健
康
保
険
、
船
員
保

険
、
共
済
組
合
な
ど
に
加
入
し

て
い
る
方
と
そ
の
被
扶
養
者

�
国
民
健
康
保
険
組
合
に
加
入

し
て
い
る
方

�
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
世

帯
の
方

正

し

く

保

険

に

加
入
し
て
い
ま
す
か

�

�

�

�

�����

�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

（
３
４
６
）
９
５
３
２

 　

バ
イ
ク
な
ど
に
か
か
る
軽
自

動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現

在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。

　

使
用
し
な
い
車
両
や
使
用
不

能
な
車
両
を
お
持
ち
の
方
は
、

３
月　

日
（
火
）
ま
で
に
廃
車

３１

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

�
次
の
窓
口
で
手
続
き
を

▽
百　

�
以
下
の
二
輪
車
…
市

２５

役
所
税
務
課

▽
百　

�
を
超
え
る
二
輪
車
…

２５

東
京
陸
運
支
局
多
摩
自
動
車
検

査
登
録
事
務
所
�
０
５
０
（
５

５
４
０
）
２
０
３
３

使

用

し

な

い

バ
イ
ク
な
ど
は

３

月

中

に

廃
車
の
手
続
き
を

▽
軽
三
輪
・
軽
四
輪
車
…
軽
自

動
車
検
査
協
会
多
摩
支
所
�
０

４
２
（
５
２
５
）
４
３
６
０

問
合
せ　

税
務
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
２
１

 　

現
在
開
発
中
の
花
小
金
井
一

丁
目
の
企
業
厚
生
施
設
跡
地
に

つ
い
て
、
良
好
な
住
環
境
が
守

ら
れ
る
よ
う
、
地
区
計
画
案
を

作
成
し
ま
し
た
の
で
、
内
容
に

つ
い
て
、
説
明
会
を
開
催
し
ま

花
小
金
井
一
丁
目
地
区

地
区
計
画
に
関
す
る

説

明

会

と
こ
ろ　

小
平
元
気
村
お
が
わ

東
（
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ

ー
内
広
場
）

申
込
み　

子
ど
も
家
庭
支
援
セ

ン
タ
ー
へ
（
電
話
可
、
日
曜
・

月
曜
日
を
除
く
）
�　

（
３
４

０４２

８
）
２
１
０
０

 　

現
在
、
�乳

 

医
療
証
を
お
持
ち

で
、
４
月
に
小
学
校
へ
入
学
す

る
児
童
は
、
４
月
１
日
か
ら
受

給
制
度
が
変
わ
り
、「
�乳
 

医
療

証
」
か
ら
「
�子
 

医
療
証
」
に
移

行
し
ま
す
。

　

制
度
移
行
に
よ
る
新
た
な
申

請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
対
象

者
に
は
、
３
月
中
に
�子
 

医
療
証

を
送
付
し
ま
す
。

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
の

で
、
対
象
と
な
ら
な
い
方
に

は
、４
月
上
旬
に
通
知
し
ま
す
。

問
合
せ　

児
童
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
４
４

小
学
校
入
学
の
児
童
に

�子
 

医
療
証
を
送
付

 　

０
歳
か
ら
４
歳
ま
で
の
お
子

さ
ん
と
保
護
者
を
対
象
に
し
た

出
会
い
と
仲
間
作
り
の
会
で

す
。
年
齢
別
に
３
つ
の
グ
ル
ー

プ
に
分
け
て
行
い
ま
す
。

�
企
画
会
参
加
者
募
集

　

「
１
年
間
、
こ
ん
な
遊
び
を

し
て
み
た
い
」、「
こ
ん
な
話
を

聞
い
て
み
た
い
」
な
ど
、
皆
さ

ん
で
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。

と　

き　

４
月
３
日
（
金
）　

午
前　

時　

分
〜　

時　

分

１０

３０

１１

３０

わ
た
ぼ
う
し
の
会

企
画
会
参
加
者
募
集

子
ど
も
家
庭

支
援
セ
ン
タ
ー

す
。

と　

き　

３
月　

日
（
日
）　

２９

午
後
６
時　

分
〜
８
時

３０

と
こ
ろ　

花
小
金
井
南
公
民
館

※
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ

問
合
せ　

ま
ち
づ
く
り
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
５
４

 　

傍
聴
で
き
ま
す
。

�
第
１
回　

子
育
て
支
援
協
議

会と　

き　

４
月　

日
（
金
）　

１０

午
後
１
時　

分
〜
３
時　

分

３０

３０

と
こ
ろ　

市
役
所
３
階
庁
議
室

定　

員　
　

人
１０

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ
（
申

込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　

児
童
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
８
２
１

審
議
会
な
ど
の

審
議
会
な
ど
の

日

程

日

程

 　

就
職
活
動
の
進
め
方
の
ア
ド

バ
イ
ス
、
相
談
も
行
い
ま
す
。

と　

き　

３
月　

日
（
金
）　

２７

午
後
１
時
〜
４
時　

分
４５

と
こ
ろ　

中
央
公
民
館

費　

用　

無
料

対　

象　

お
お
む
ね　

歳
以
下

３５

の
方

定　

員　
　

人
２０

主　

催　

独
立
行
政
法
人
雇

用
・
能
力
開
発
機
構
東
京
セ
ン

タ
ー
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
立
川
、

小
平
市

若

年

者

就

職

応
援
セ
ミ
ナ
ー

就
職
活
動
を
し
て
い
る
方

問
合
せ　

独
立
行
政
法
人
雇

用
・
能
力
開
発
機
構
東
京
セ
ン

タ
ー
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
コ
ー

ナ
ー
�　

（
５
８
０
５
）６
３
２

０３

１
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
立
川
職
業

相
談
第
一
部
門
�
０
４
２
（
５

２
５
）
８
６
０
９
、
産
業
振
興

課
�　

（
３
４
６
）
９
５
３
４

０４２

 
�
代
替
臨
時
調
理
員

勤
務
日　

週
２
日
〜
４
日　

午

前
８
時　

分
〜
午
後
４
時
（
１

３０

時
間
休
憩
あ
り
）
の
う
ち　

時
５.５

間
ま
た
は　

時
間

６.５

※
配
属
校
以
外
の
学
校
に
派
遣

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

小
学
校
給
食
調
理

臨
時
職
員
募
集

４
月
か
ら
働
け
る
方

�
臨
時
調
理
員

勤
務
日　

週
５
日　

午
前
８
時

　

分
〜
午
後
３
時
（
１
時
間
休

３０憩
あ
り
）
の　

時
間

５.５

※
配
属
校
に
よ
り
時
間
帯
が
多

少
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

�
�
共　

通
�
�

勤
務
内
容　

小
学
校
給
食
の
調

理
お
よ
び
洗
浄

勤
務
場
所　

市
立
小
学
校

募
集
人
数　

各
若
干
名

賃　

金　

時
給
８
百　

円
（
平

６０

成　

年
度
実
績
）

２０
申
込
み　

３
月　

日
（
金
）
ま

２７

で
に
、
臨
時
職
員
登
録
申
込
書

（
縦
４
�
�
×
横
３
�
�
の
写

真
を
は
っ
た
も
の
）
を
学
務
課

へ
本
人
が
持
参
�　

（
３
４
６
）

０４２

９
５
７
１

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

で
「
温
泉
セ
ン
タ
ー
割
引
利
用

券
」
の
交
付
を
受
け
、
利
用
の

際
、
施
設
窓
口
に
利
用
料
金
を

国国 民民
健健康康保保険険
国 民国　民
健康保険健康保険

国民健康保険の届け出
国保に加入する場合

・小平市に転入したとき（前住所で国保に加入していた方）
・職場の健康保険をやめたとき
・職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
・職場の健康保険の加入者が７５歳になり長寿医療制度に移ったことに伴
い、その被扶養者でなくなったとき
・生活保護を受けなくなったとき
・国保加入世帯に子どもが生まれたとき

国保をやめる場合

・小平市を転出するとき
・職場の健康保険などに加入したとき
・生活保護を受けることになったとき
・死亡したとき

温泉センターの一覧
利用料金（割引後）電話番号所在地施設名

入湯税　５０円（１２歳以上）
大　人　４００円／小学生　２００円

０４２（５９８）６７８９檜原村２４３０
檜原温泉センター
数馬の湯

入湯税　５０円（１２歳以上）
大　人　４００円／小学生　２００円
※超過１時間につき大人のみ
２００円。

０４２８（８２）７７７０奥多摩町氷川１１９�１
奥多摩温泉
もえぎの湯

大　人　６００円／小学生　２００円
※超過１時間につき大人２００円、
小学生１００円。

０４２（５９５）２６１４あきる野市乙津５６５
秋川渓谷
瀬音の湯

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

を
協
定
し
、
比
較
的
安
い
料
金

で
葬
儀
を
行
え
る
制
度
で
す
。

　

４
月
１
日
か
ら
、
料
金
が
左

表
の
と
お
り
改
定
に
な
り
ま

す
。

問
合
せ　

地
域
文
化
課
�　
０４２

　

市
民
葬
儀
は
、
葬
儀
の
簡
素

化
と
経
済
的
な
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
に
、
市
と
小
平
市
葬
祭

業
同
業
組
合
で
標
準
的
な
葬
儀

市
民
葬
儀
の
料
金
を
改
定

市
民
葬
儀
の
料
金
を
改
定

　　　　　　市民葬儀　料金一覧　　　　　単位（円）
改定後現　行項　　目
８８，５００７３，５００金襴三段飾り

祭壇（Ａ）

基
本
経
費

１３８，０００１２６，０００彫刻三段飾り
１３８，０００１２６，０００金襴五段飾り
１８７，５００１７８，５００彫刻五段飾り
変更なし４２，０００並（桐）

木棺（Ｂ） 変更なし６３，０００上（桐）
変更なし８４，０００特上（桐）
１３，３３０１１，２３０普通車１０㎞まで

霊柩車（Ｃ）

１６，５９０１４，３８０普通車２０㎞まで
１９，８４０１７，５３０普通車３０㎞まで
２８，９９０２７，１９０指定宮型車１０㎞まで
３４，３５０３１，５００指定宮型車２０㎞まで
３９，７２０３７，４８０指定宮型車３０㎞まで
変更なし４３，４００大人火葬（Ｄ） 変更なし２３，８００小人
変更なし１１，４４５大人用２号（７寸）

骨つぼ 変更なし１０，２９０大人用３号（６寸）
変更なし５，０４０小人用５号（４寸）
４２，０００～３５，２８０～２５人乗りマイクロバス

利
用
者
の
状
況
に
よ
っ
て

必
要
と
な
る
経
費

変更なし１０，５００式場内外マイク設備

１５，８００～１２，６００～着せかえ、バック消し、
額、リボン付写真

８，４００～７，８７５～一昼夜分ドライアイス
８，４００～６，８２５～１００枚、清め塩付会葬礼状
変更なし８，４００～祭壇用盛菓子
６，９００～６，３００～一張天幕
４２０３１５一脚いす
２，１００１，５７５一台、白布付テーブル
８４０７３５一間鯨幕

※ＡからＤまでは、利用者が自由に組み合わせて利用できます。
※料金表は５パーセントの消費税を含む、支払い総額です。
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